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2025

札幌弁護士会紛争解決センター　☎011-251-7730
ADRの窓口

（裁判外紛争解決手続き）

ADRの窓口
（裁判外紛争解決手続き）

札幌市中央区北1条西10丁目  札幌弁護士会館2階

札幌司法書士会ADRセンター　☎011-272-0090
札幌市中央区南1条東1丁目3番地 パークイースト札幌2階

行政書士会北海道ADRセンター ☎011-221-1221
札幌市中央区北1条西10丁目1番6 北海道行政書士会館

室蘭市東町3丁目26‐17 第二山本ビル

苫小牧市表町５丁目10-7 セントラル駅前ビル

北海道宅建協会の
相談窓口

北海道宅建協会の
相談窓口

面談希望の場合（要予約）

北海道立消費生活センター
札幌市中央区北3条西7　北海道庁別館西棟2階
JR・地下鉄さっぽろ駅から徒歩約5分

※相談窓口では、相談事案における原状回復の具体的な範囲や負担割合、見積額や請求
額の妥当性や多寡の判定や判断等は行っていません。　

表紙タイトルには（有）たかデザインプロダクションの「タカライン」書体を使用しています。

5

札幌市白石区東札幌１条１丁目 　じょうてつビル １階
００３‐０００１

「東札幌」駅

※ＡＤＲ（Alternative Dispute Resolution）… 訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする

当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続（裁判外紛争解決手続）をいいます。

「原状回復のてびき」は、賃貸住宅の退去時におけるトラブルを予防

するため、公益社団法人北海道宅地建物取引業協会が公益目的事業の

一環として作成しました。

※上記相談窓口の詳細および掲載されていない相談窓口については、各自治体のホームページならびに

　独立行政法人国民生活センターホームページ（www.kokusen.go.jp/）でご確認ください。

相談業務委員会

キーワード索引

賃貸トラブル相談窓口

用語から探す

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

連帯保証人の極度額など改正民法に対応した「賃貸住宅標準契約書 平成30年3月版」は、こちらから。
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民法では、借主は「善良な管理者としての注意を払って使用する義務」を負っ

ています。建物の賃貸借の場合、通常の清掃を怠りカビ汚損、結露を放置し

シミ発生、水漏れなどの設備破損を貸主に通知しない…ことなども、義務違

反となります。

「物件状況チェックリスト」を使用し、

退去時の修繕費用で起きるトラブルは、部屋の損耗・損傷は入居前か、入居

中か、発生時期がはっきりしないことが大きな原因。「入居時」と「退去時」

の2回、借主・貸主双方が立会って物件を確認することが有効です。入居前

に「物件状況チェックリスト」を活用して、気になる点は写真などを残してお

きましょう。契約内容を正しく理解することも大切です。

不注意で破損した物は修繕費用を負担しなければなりませんが、経過年数

を考慮したうえで、最低限可能な施工単位の費用負担が妥当です。
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改
正
民
法
が

施
行

不動産賃貸借契約における敷金の返還や原状回復義務の明確化などを盛り込んだ
改正民法が2020年4月、施行されました。改正による国土交通省「原状回復をめぐ
るトラブルとガイドライン」の基本的内容に変更はありませんが、連帯保証人の極度
額（保証限度額）などは「賃貸住宅標準契約書平成30年3月版」に示されています。
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札
幌
札幌市消費者センター　☎011-728-2121

札幌市北区北8条西3　札幌エルプラザ2階

石
狩

江別市消費生活センター　☎011-381-1026

江別市高砂町6　江別市経済部商工労働課内

千歳市消費生活センター　☎0123-24-0193

千歳市東雲町2－34　千歳市役所第2庁舎2階

恵庭市消費生活センター　☎0123-32-8191

恵庭市黄金南1丁目3番10号

北広島市消費生活センター　☎011-372-3311

北広島市中央4－2－1　北広島市役所内

石狩市消費生活センター　☎0133-75-2282

石狩市花川北6条1－30－2

空
知

岩見沢市消費者センター　☎0126-23-7987

岩見沢市4条西3丁目1番地1　であえーる岩見沢4F

滝川地方消費者センター　☎0125-23-4778

滝川市大町1－2－15

深川地域消費者センター　☎0164-26-2210

深川市3条18－36　働く婦人の家内

後
志

小樽・北しりべし消費者センター☎0134-23-7851

小樽市花園2－12－1　小樽市役所別館5階

ようてい地域消費生活相談窓口☎0136-44-1600

虻田郡ニセコ町字富士見55　ニセコ町役場内

留
萌
留萌消費生活相談窓口　☎0164-42-0651

留萌市明元町6－22－1

胆
振

室蘭市消費生活センター　☎0143-25-3100

室蘭市幸町1－2

苫小牧市消費者センター　☎0144-33-6510

苫小牧市若草町3－3－8　市民活動センター3階

日
高
浦河町消費生活センター　☎0146-22-6667

浦河郡浦河町大通3－52　浦河町総合文化会館内

渡
島

函館市消費生活センター　☎0138-83-7441

函館市美原1－26－8　亀田支所１階

北斗市消費生活相談室　☎0138-73-3111

北斗市中央1－3－10　北斗市役所1階

檜
山
江差町消費生活相談所　☎0139-52-6711

檜山郡江差町字中歌町193－1

上
川

旭川市消費生活センター　☎0166-22-8228

旭川市1条通8　フィール旭川7階

士別地区広域消費生活センター　☎0165-23-3820

士別市東6条4－1　士別市役所内

名寄市消費生活センター　☎01654-2-3575

名寄市東1条南7丁目　駅前交流プラザ「よろ〜な」2階

富良野市消費生活センター　☎0167-39-1166

富良野市弥生町1－1　富良野市役所内

宗
谷
稚内市消費者センター　☎0162-23-4133

稚内市中央4－16－2　稚内市保健福祉センター2階

オ
ホ
ー
ツ
ク

北見市消費生活センター　☎0157-23-4013

北見市大通西2丁目1番地　まちきた大通ビル5階

網走市消費者相談室　☎0152-44-7076

網走市駒場南1－4－1　網走市ふれあい活動センター内

紋別市消費者センター　☎0158-24-7779

紋別市幸町5－24－1　オホーツク交流センター

十
勝

帯広市消費生活アドバイスセンター☎0155-22-8393

帯広市西4条南13　とかちプラザ1階

音更町消費生活センター　☎0155-32-3211

河東郡音更町木野西通17－1　共栄コミュニティセンター内

釧
路
釧路市消費生活センター　☎0154-24-3000

釧路市黒金町7－5

根
室
根室市消費生活センター　☎0153-24-9065

根室市常盤町2－27　
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